
鳥取県WEB面接システム導入促進事業補助金
事務手続きについて

３． 交付申請及び実績報告提出

４． 交付決定及び交付額確定通知書の受領

２． 事業完了※

１． 事業実施

※交付申請及び実績報告書類は、事業完了から２０日以内又は令和２年８月３１日の
いずれか早い日までに、下記提出先に郵送又は持参してください。

＜資料提出・お問合せ先＞
鳥取県商工労働部雇用人材局雇用政策課 雇用戦略担当
〒680-8570
鳥取県鳥取市東町１丁目２２０（本庁舎７階）
TEL：0857-26-7647 FAX：0857-26-8169
E-mail：koyouseisaku@pref.tottori.jp

本補助金の対象となるのは、令和２年４月２４日から令和２年８月３１日までの間
に実施する事業で、かつ事業実施に係る契約が令和２年４月２４日以降であること
が確認できるものに限ります。

【提出書類】
・交付申請及び実績報告書 ※指定様式

・事業報告書（様式第１号） ※指定様式

・収支決算書（様式第２号） ※指定様式

・口座振替依頼書 ※指定様式

・補助対象事業の内容、金額が分かる書類（請求書等のコピー）
・補助対象事業の実施に係る契約日等が分かる書類（コピー可）
・補助対象事業を支払った日が分かる書類（領収書、振込明細書等）

※事業の完了とは、補助対象経費の支払いがすべて完了した日のことを指します。

○交付申請及び実績報告を県が受領した日から３０日以内に送付します。

○補助金は、当該通知日から２週間程度でご指定の口座へお支払します。


